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トマス・ジニファソンの高等教育政策

一ウァージニア大学の設立と実践をめぐって－

ThomasJefferson，sHigherEducationPolicy

-hispoliticalstrategiesmtheplansandthepractices

fortheUniversityofVirginia-

遠藤克

ＫｂｊｓｚｙａＥ,zdb
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icalstrategies・
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andfederalism．

治形態が，個人の自然権の自由な行使を保護するのに，

他の政治形態に比ぺて，どのように良く計画され，同時

に政治形態自身が唖落に対してどのように良く防御され

ていても，これまでの経験では，最善の政治形態のもと

でさえ”権力を委ねられたしのは，時日が経つにつれて

次第に手心を加えて，その政治形態を暴挙へと変えてし

まう，ということが示されている囮そこで，これを予防

する最も効果的な手段は，民衆一般の知性をできるだけ

実際的に啓蒙することである〃）と述べるように，「教育

のみが民主主義を守る」という彼自身の政治的な見地か

らの教育観に基づくものである。

ジェファゾンは，この1779年の「知識の一般普及に

関する法案」に始まり，１７８１年～1785年の「ヴァージ

ニア州覚え書き」の「質問等１４，法の励行と諸法律の

説明」の最終節において，１８１４年秋にピーター・カーに

はじめに

「アメリカ独立宣言の起草者，ヴァージニア信教自由

令の起草者，そしてヴァージニア大学の設立者，トマ

ス・ジェファソンここに眠る」

このヴァージニア州にある墓石の碑文に称される独立宣

言の起草をはじめとして，アメリカ合衆国第三代大統領

トマス・ジェファソンの政治的諸某紙は，「アメリカ民

主主義の父｣．「アメリカ人民の個人的独立の象徴｣!）

等々，様々な言葉で賞賛されてきている。その上ジェフ

ァゾンは，終生，教育の支持者であり')，碑文にもみ

られる如くヴァージニア大学の生みの親でもある。この

ジェファゾンの熱烈な教育支持は，1779年の「知識の

一般的普及に関する法案」（Billofl979fortheMore

GeneralDiffusionofKnowledge）の冒頭で，「ある政
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1779年の最初の法案から実に46年後の1825年３月，ヴ

ァージニア州チャーロッツピル（Charlottsvill）にヴァ

ージニア大学が初代学長トマス・ジェファソンのもと

で設立・開校されたのであった。ジェファソンがこの

ヴァージニア大学の開校を見届けるかのように，翌年の

1826年にこの世を去ったという事実は，何としても我々

に彼の大学設立に賭けた特別な執念を感じさせる。そし

て今日でも「Ｍｒ・Jefferson'suniversity」（Ｍｒ・ジェフ

ァソンの大学)ＩＤと呼称されるこのヴァージニア大学の

設立は，ある面から見れば１人の教育家または教育思

想家以削に，１人の偉大な政治家としての１つの結晶で

あったように思われるのである。それゆえＲ・ハッチン

ズが語るように，ジェファゾンは自分がヴプージニア大

学の創設者であるという事実に，特別の誇りを感じて

いた'2)。また現在ヴァージニア大学の教授で，ジェファ

ソン研究者の１人であるＪ・ワゴナーは，「ジェファソ

ンは,教育を常に政治家の目（withtheeyeofastates・

man）で見ていた｣'3）と断言し，このようなジェファゾ

ンを“aneducationalstatesman'''４)（教育的政治家）

と呼ぶのである。

この“aneducationalstatesman'，の創設した大学

は，当時他の諸大学と比較しても他に見られない特異な

性格を有するものであった。ゆえに，ある者はこの大学

を，“RevolutionaryUniversity'，（革命的大学）とい

うような表現で語り'５)，またＪ・ブルーバッハーは，そ

の内容の革新性と特徴から「真の最初の州立大学｣16〕で

あると断言する。この１８世紀後半から１９世紀前半のジ

ェファソンの時代，すなわちアメリカの独立川は，植民

地期よりの宗教的支配をあらゆる面において強く残して

いる時期であり，政治的にはリパブリカニズム（共和主

義)とフェデラリズム（述邦主義)の対立の盛んな時期で

もあり，そして経済的には今だ農業中心ではあるが少し

づつ農業社会から工業社会への転換を始めつつある時期

でもあった'7)。このような流動的な時代において，教育

者というよりもそれ以前にアメリカの生んだ股も優れた

政治家の１人である“aneducationalstatesman,.，ト

マス・ジェファソンは，この‘`RevolutiontlryUniver-

sity”の設立にどのような政策的意図を持って執念を燃

やしたのであろうか。

これまでジェファソン研究は，政治学，社会学，そし

て教育学など多くの分野から行われてきた。教育学の分

野においては，アメリカ独立期の教育論の１つとして，

また啓華思想に裏打ちされた公教育制度案として数多く

の研究が紹介されているし，奥にヴァージニア大学の設

社会学研究科紀要7８

示した「公共教育制度設立に関する法案」（ancIabrate

proposalforacomprehensiveeducationalsystem)！）

の中において，また1817年１０月に提出した「公共教育

制度設立に関する法案｣，そして1818年のヴァージニア

大学に関する州議会への報告書など，彼によってまたは

彼が関わって提出された数々の法案や計画の巾におい

て，州立大学（astateuniversiry）を頂点とした初等

教育から高等教育までの一貫した国民教育制度案を提出

している。この彼の国民教育制度案は，アメリカ独立期

においては一つの画期的なものであった。しかしこの教

育案の多くは，当時としてはまだ観念的なものとして受

け取られ，剛民教育制度案が共和ＩＫＩの運命に繭嘆な役iIiU

を演ずると考える者は少なかった。そのため１７７８年の

法案は議会を通過せずの，また1811年の計画案も再び拒

否されるなど`)，彼の提出した諸案は尽〈実現には至ら

なかった。

ただ高等教育に関しては多少違っていた。勿論ＩＥＩ民教

育制度案の一部として提出された彼の高等教育案は，

1779年そして１８１４年においても当然初等・中等教育案

と共に拒否され，廃棄処分となった。その上周知の如く

彼の案は当初から，州の維持による州立大学であること

から，州の瓢会を通過することがまず先決であった。だ

がジェファソンが「この同には，一般の人々の心に新し

いアイディアへの理解を開くための扉といえば，蛇の

ようにゆっくり開く扉しかない。ゆえに私の４０年にお

よぶ議会生活が私に教えてくれたのは，事あることに私

の取る全てのステップを理解させるためには十分な時間

を彼らに与える必要があるということだけであった｣7）

と嘆くように，彼の案が議会の承認を得るまでは大変な

時間を必要としたのであった。しかしこのような状況に

おいてもジェファソンの高等教育に対する執念は，並々

ならぬものであった。彼は自分の高等教育案を実現す

るための大学設立を諦めることなく，大統領退任後も機

会あるごとに友人の上院議員Ｊ・キャベルなどを通じて

議会等に対する働きかけを継続したのである。例えば，

1814年故郷のアルペマール・アカデミーの設立委員に選

ばれた時，Ｍじ委員のＰ・カーへの香簡の中でアカデミ

ーよりも更に程度の高いカレッジを計画するように委員

会に働きかけることを強く提案しているし8)，また１８７１

年にはＪ・キャペルに働きかけ「総合的な公教育制度法

案」を議会に提出させた際，うまく州立大学設立・維持

のための年間15,000ドルの予算を捻出することを議会に

承認させている9)。そして遂に1819年１月にはヴァージ

ニア大学設立のための案が識会に*”て認められ''１)，
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り込むことや聖職者の教授としての任用や，あるいはい

かなる形態であれ，宗派による支配を禁止したのであっ

た。このような世俗主義を計画に取り入れようとした姿

勢のために，当時ヴァージニア大学は「神なき大学」と

いうあだ名をつけられ，戦闘的な宗派からは不穏当な憎

しみをかつたこともあった20)。

ただこの「非宗派的大学」の構想は，当然ジェファソ

ンの啓蒙主義的な「宗教の自由」の観念に源を発するも

のであり，ヴァージニア大学設立より更に以前よりその

ための活動は始まっていた。ジェファソンは，独立宣言

の中で明らかにしたように，「自明の真理としてずぺて

の人は平等に造られ，造物主によって一定の奪い難い諸

権利を付与され，その中に生命，自由及び幸福の追求が

含まれていることz】)」を信じており，この自由とは信

教，思想，出版，取引，人身の自由を意味している。ゆ

えに彼は終始一貫，人間には不可譲の諸権利として，信

数の目111,言論・'１１版の自由，取引きの''1171小人身の自

由を論じていた22)。また彼は「宗教は人ｉｌｉと人間の製作

者のつまり神との間の問題であって，そこに干渉する権

利はほかの誰にもない，まして国家などにはない」と主

張しており，これらの考えの実現が「信教自由法案｣23）

の導入となって現れたのである。この信教自由法案は

1779年議会に提出され，1781年１月，７１対20の圧倒的

多数で議会を通過し，歴史的な「ヴァージニア信教自由

合」（VirgilliaStatuteofReligiou目IiYee(1ｏｍ）となっ

た訳である邸)。「非宗派的大学」の構想は，まさにこの

「信教自由法」の一直線上にあった。そしてジェファソ

ンの構想は，最終的に信教の自由を確立されたヴァージ

ニア州に，州立大学を頂点とした宗派的支配とは無関係

な総合的国民教育制度を打ち立てることであったが，ま

ず最初に彼にとって重要であったのは，歴史的に常に宗

派的支配下に置かれ，宗派的政治劉争の場となってきた

刊等教育，そして国家のリーダーを育成すべき高等教育

の教会からの分離であった。そのことこそが最終的には

彼の理想とする「非宗派的，すなわち世俗化された国民

教育制度」に連結するものだと彼は考えたにちがいな

い。それゆえにジェファソンは，信教自由法案を提出し

た同年，失敗に終わってしまったが，ヴァージニア州に

おいて当時中心となっていた国教派の大学ウイリアム．

アンド・メアリー大学を州立大学に転換し，内容的にも

神学を廃止し代わりに倫理学や歴史学を設置し，当大

学の世俗化を試みた。またその後１８１９年に起こったダ

ートマス・カレッジの州立大学化の事件の支持をはじめ

加述に数々の提案と活動を行ったが，実際の宗派による

立の経過と内容についても十分に研究させている。しか

しジェファソンの高等教育に関する諸案と活IHIだけを取

り上げ，彼の政治家としての側面を十分に意職した教育

政策的な観点から彼の高等教育案と実践が雛理された例

は少ない。ゆえに本稿においては，ジェファソンのヴァ

ージニア大学設立のための諸案と実践を中心に取り上

げ，その中に見られる幾つかの特異な政策的意図に熊点

を当て，ジェファゾンの高等教育政策として整理・検討

し，アメリカ蘭等教育政策史の一部として位MHづけるこ

とを目的とする。

その際整理の手順として，数多いジェファソンの政策

的特徴の中でも今回は最も政策的意図の顕著なもののう

ちから，教会からの分離（１），公的援助・統制と大学の

管理・運営（Ⅱ)，農本主義政策(Ⅲ)，そして反フェデリ

スト政策と共和主義の砦（Ⅳ）という４つの政策を取り

上げ整理を進めていく。

１．教会からの分離と「神なき大学」

ヴァージニア大学の大きな特徴の１つは，「大学の世

俗化｣，すなわち「教会からの分離」であった。現在の

認識に従えば，州の財政によって運営される州立大学が

宗教的に中立であるのは当然である。しかし元来宗派立

として設立された大学は別として，当時ヴァージニア大

学設立以前にジョージア州立大学やノース・キャロライ

ナ州立大学など幾つかの州立大学が存在したが，いずれ

も宗派的支配に屈していた。教会は州立大学の理事会に

手先を送り込んだり，教授の中に多くの聖職者が採用さ

れるなど，本来中立であるはずの州立大学の中にも十分

に宗派的政治が浸透していたのであった。その上州立大

学は当初から宗派的儀式を教育に取り入れており，聖書

研究会，毎日の祈とう，強制的礼拝出席，伝道集会など

を行っていた'8)。そして当然カリキュラムの１１１心に，神

学が据えられていたのである。すなわち州の財政で運営

される以上，宗派的には中立でなければならないはずの

州立大学でさえも，中立は名目だけであり，実際の構造

は何ら宗派立のカレッジと変わるものではなかった。

これに対してヴァージニア大学には，当初他の大学の

ような日曜礼拝への出席，毎日の祈とう等宗教的儀式へ

の強制的参加はまったく存在しなかったし，大学の組織

の中にも特別に宗派と関係する者は採用せず，神学の教

授もいなかった。またカリキュラムのFIIにはﾈ''1学を慨か

ず，宗教関係のことは倫理学の中で多少講義されるか，

歴史学の中で教会史として教授されるに留まったのであ

る',)。すなわちジェファソンは，神学を正式の授業に取
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高等教育の支配は彼の想像を越えるものであり，彼の試

みはヴァージニア大学設立まで何一つ成功するものはな

かった。そしてジェファソンはこの苦闘の中で，Ｊ・キ

ャベルヘの手紙に「宗教と政治の中には私という人間を

何ら知ることなしに，生の頭と血のついた骨のように私

を見なすように長い間教えられ，私の意見には賛成しな

いようになっている狂信者がいます｣２６）と打ち明けてい

るように，宗教と政治にかなりの不信感を抱くようにさ

えなってしまっていた。すなわち，「信教自由法」の制

定により一応形式的には一般の人々の信教の自由は法的

に認められる形となったが，大学の運営等も含めた政治

面での実際の宗派的支配は依然根強かったのである。

それゆえヴァージニア大学の設立には，Ｗ・メツガー

が述べるように「ジェファゾンはひたすら宗教間の争い

を恐れていた｣26）という理由だけではなく，ジェファソ

ンにとっては重大な政策的な意味があった。それは，

1979年の信教自由法によって試みた州と教会の分離を，

再度ヴァージニア大学の設立によって試みようとしたの

である。そしてその試みは事実上宗派的支配の影響の全

く受けないヴァージニア大学の設立・開校によってある

程度達成されることになったと言えるのである。すなわ

ち非宗派的な大学，ヴァージニア大学は，政策上ジェフ

ァソンにとって，Ｊ･ワゴナーが言うように，．`awallof

separationbetweenchurchａｎｄｓｔａｔｅ',（教会と州を

分離するカベ)27）の実現であった。このようにヴァージ

ニア大学，つまり州立大学（astateuiversity）の設立

には，単に高等教育の宗派的支配からの分離というだむ

ではなく，「州と教会の分離」という砿要な政策的意ｌｘｌ

が含まれていたのである。

ｎ．公的援助・統制と大学の管理・運営

さて教会からの分離と平行して大学が誰によって援助

・統制され，どのように管理・運営されるのかという議

論が当然起こってくる。なぜなら，前述したように当時

は公的な補助を受けていた州立大学においても，実際の

行政的運営は宗派の代表者のグループや特定の個人によ

って行われていたことから州立大学＝公的統制と言い切

れなかったし，同様に宗派と無関係であっても，その機

関が即公的な援助と統制のもとで運営されているとは言

い切れない状況が存在していたからである｡ただジェフ

ァソンにとってこの問題に対する答えは，当初からlUl雌

であった。

彼は1779年の「一般知識普及法令」の中で，才能ある

個人に対して小学校から高等教育まで公費で終了する進

学の機会を考慮しているし，その後も州の補助金を受け

るユニバーシティ-の必要も継続して強調した。また

1814年以降のピーター・カーとＪ・キャベルとの通信

では，啓蒙された民衆と熟練した指導精神とは共知国に

必須であるから，双方を教育する方法は「公的責任」で

あると明確に述べているのである。そして彼がヴァージ

ニア大学の生みの親となった理由の１つは，この信念か

らであった28)。すなわち，ジェファソンの教育案にとっ

て，公的援助と公的統制は大きな前提条件であったので

ある。それゆえ失敗はしたが，１９７９年のウイリアム.ア

ンド・メアリー大学を州立大学に転換させる試みの中で

も，大学の視学委員会を１８名の私的団体から“上下院

の合同投票によって任命される'’５名の公的団体に変え

る案を提示した２，)。そしてこれらの前提条件がヴァージ

ニア大学においては，Ｊ・キャベルの努力により年間

15,,00ドルの補助金を勝ち得たこと，またジェファゾン

自身の他Ｊ・マジソン，Ｊ・モンロー，Ｊ・キャペル等級o）

３人の大統領経験者を含む６人の州知事によって任命さ

れた人々によって櫛成された公的な監察委員会(aboard

ofvisitors）の設瞬によって達成されたのである。

ただ大学の管理・運営に関してヴァージニア大学にお

いては，公的統制が必ずしも公的剛体すなわち監察委員

会による強力な統制を意味するものではなかった。設立

当初学内外の管理・運営に関して，監察委員会が絶対的

な椛力を有するとされたが3D，それは少なくとも学内の

管理に関してば，かなりの面で名目上に過ぎなかったの

である。ここにもジェファソン流の「自由擁護」の精神

が生かされており，監察委員会はその権力によって様々

なfljll限を加えたりする代わりに「目１１１」を与えたのであ

った。すなわちジェファソンにとって公的統制とは，政

策上監察委員会への権力の集中と大学内の強力なコント

ロールを与えるものではなく，最終的な大学維持に対す

る責任は監察委員会が有するとしても，かなりの面で大

学の自治権を認めるという一見矛盾したものであった。

例えば致員の管理に関して言及すれば，当時他の大学で

は，Ｈ１１項者側のあまりの干渉に対し教授団が自治を要求

する運動を起こすようになっていたし，1825年教授側が

評議会に席を占めようと努力して，それが無駄に終った

ハーバード大学においても視学委貝会の存在は，常に完

全な自治を求めようとする教授側の態度を封ずる閑止め

として働いていたＨ２)。これに対しヴァージニア大学に

は，古代言語，近代言語，数学，自然哲学，医学および

解剖学，法律，道徳哲学，そして歴史学のそれぞれ当時

"sch()Cl”と呼ばれた学部ごとに１人の教授がI撒かれ，
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合計８人の教授がいたが，彼らは他の大学の教授達と比

較し，とりわけ無制限の自由を楽しんでいた。まずヴァ

ージニア大学は定年までの長期任用（tenuresystem）

制度を採用しており，彼らは誰かによって教授職を追わ

れるという心配はなく，教授職に十分専念することがで

きた。またジェファソンは，監察委員会の代わりに学長

に権力を集中させるということもせず，教授団の＃'にチ

ェアマンを置き，そしてチェアマンを定期的に交代させ

るという任期制度を採用することによって，自分達の仕

事と大学を自分達が管理する，すなわち「自主管理・運

営政策」を取り入れた訳である。この政策はヴァージニ

ア大学において，少なくとも２０世紀の初めまでそのま

まの形で採用・支持された33)。

更にこの自主管理政策は，ヴァージニア大学におい

て，学生の管理にも採用されていた。当時アメリカの各

大学において学生の管理の問題はきわめて深刻な問題の

1つであった。「熱に浮かされた若者は規則破りをし

放校処分が一件も出ないような学期があれば，それは大

学年報に特筆されるべきことであった｣3`〕というような

状況であったのである。このことはジェファゾンにとっ

てもヴァージニア大学の設立に当り，非常に懸案な事柄

であり，トマス・クーパーヘの手紙の中にその気持を次

のように述べている。

「ディスィプリンの問題は，アメリカの教育の｢１１でも

最も難しいものである。学生の自主に対する未熟な考

えが，反抗の精神を生じさせ，革命以来のその腐敗の

中心的原因となっている。私はもし我々の大学にその

ような腐敗を見るようなことになれば，きっと狼狽す

るであろうし，その危機を切り抜ける自信もない｡｣35）

ジェファソンは，ヨーロッパそしてアメリカのiI1li方の数

々の大学から，学生の管理政策に関する情報を収果し

た。また彼は，ハーパード大学や他の大学の学生に対す

る規則についても勉強した。しかし最終的なジェファゾ

ンの決断は，「行き過ぎた管理は努めて避けること｣，そ

して「学生を人間として紳士として扱うこと｣”）であっ

たc

このようにヴァージニア大学には，公的統制という意

味における公的な監察委員会の責任と大学内における多

方面での自治の承認という，当時としては他に類を見な

い二重榊造的な性格を持つ政策が存在した。これはまさ

に，アドリアンヌ・カーチやソウル・パドヴァー等の指

摘する「不可護の諸権利の擁護」すなわち人間の不可譲

の権利である生命，自由及び幸福の追求の擁護，「道徳

原理の生得性」すなわち善悪を判断する道徳的本能が人

間には生まれつき備わっているという考え，そして「自

治能力の承認」すなわち人間には自分自身を治める自治

能力があるというジニファソン特有の人間観37)が影響し

た結果にちがいない。

ＩＩＬ農本主義政策

次に，ジェファソンの最大の関心の１つは，アメリカ

社会に役立つ高等教育であった。ゆえに１８１８年彼が委

員の１人として就任したヴァージニア大学の用地，プロ

グラムそして政策を決定するための委員会の報告書の中

で高等教育の目的として提出された項目の１つに，「農

業，製造業および商業の利害を調和させ助長させるこ

と」１８〕とあるように，地域の公共産業の発展に貢献する

ことが高等教育の使命であるとジェファゾンは強調して

いる。ただ彼の時代のアメリカは，すぐ先に工業社会へ

の推移の兆が見えているとはいえ，まだまだ農業社会で

あったから，その公共産業の中心は当然農業であったは

ずである。それにジェファゾンは，1785年の『ヴァージ

ニア覚書き』の中で「農民こそ神の選民，農民以外の市

民階級の総計と農民の総計との比率は，国民の不健全な

部分との比率であり，またそれは国の腐敗の程度を測る

に足りる尺度である……耕やすべき土地が存在するかぎ

り工業はヨーロッパにまかせておくべきであり……｣3,）

と述ぺるほどの「農本主義者」であった。このことは，

1970年の国内政治における最大の課題であ－た首都選

定の際に，その当時実質的に最大の諸機能を発揮してい

た大都市ニューヨークを避け，ヴァージニアの州境近く

の小邑を彼が選び，大都市の出現に対して農業社会を守

り維持しようとした事実にも現れているｲの。ゆえにこれ

らのことから，ジェファソンにとって公共産業の中の最

大の関心は農業であり，州立大学であるヴァージニア大

学が州の公共産業すなわち農業の発展と農業生産の増大

に最も寄与しなければならないことは当然であったとい

える。

そこでジェファソンは，寄与する手段として高等教育

における農業珊論と農業技術熟練のための教育の重要性

を主張した。その主張はまず，1803年に友人で国会議員

であったデェヴィト．ウィリアムにあてた書簡の中に次

のように明確に表現されている。

「主に欠乏している階級は，農業階級です。農業階級

は有用性においては第１に位する階級であり，また第

１に尊重されるべき階級です。学問における競争をう

み出すために用いられた人為的な手段と同じ手段を使

えば，農業を人間に－番尊厳なものと映ずるまでに復
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輿させることにもｎじょうに成功するでしょう。腿業

はまさしく第１級の科学です。農業は，その侍女の中

に，化学・物理学・工業・数学・博物学・植物学のよ

うな股も尊厳に値する科学を教えることができます。

あらゆる専門学校・大学において，農業の講座とその

科の学生が第１位の名誉を与えられてよさそうな＄の

です｡｣４１）

さらに彼は，１８１８年に提出された「ヴァージニア大学

に関する州議会への報告書」の中では，「大学で教えら

れる化学は，他の普通の部門と共に農業の理論を総合し

ようとするものでなければならない｣`2）というようなこ

とも指摘している。そしてまたジェフプゾンは，ヴァー

ジニア大学のカリキュラムに関して常に“scienceuse・

ｆｕｌｔｏｕｓ，'「我々にとって有用な科学｣ｲ印を強調した。

有用な科学の主張は当時普及していた啓蒙主義思想の影

響によるものだが，このジェファソンの有用な科学は，

これまで論じてきた点からまさに農業社会にとって有用

な科学であったといえる。その証拠にプルーパッハーが

述べる如く，事実ヴァージニア大学における「科学的農

業」のためのプログラムは，当時南部の他の多くの大学

によって模写されたほどであった")。ジェファソンは次

第に時の流れを判断し，製造業の発展を必要な政策と認

めたり，都市・産業主義者とも妥協するようになるが'い，

このようにヴァージニア大学の設立に当り，彼にとって

農業に対する政策は，政治経済面だけでなく高等教育政

策にとっても重要な政策的支柱のつとなっていたのであ

る。

１V・反フェデラリスト政策と共和主義の砦

さてヴァージニア大学は，また前述のように教授・学

生の管理にジェファゾン的自由と平等の理念を取り入れ

たり，また後年ｗ・エリオットがハーバード大学で取り

上げて有名になった科目の選択制度を先駆的に採用する

などｲ0)，“intellecturalfreedom'，（学問の自由）がか

なり確立されていたと言われるｲ7)。それゆえ当時他のほ

とんどの大学において全ての教科書が評議会や視学委貝

会等によって規定されており，教授達が自分の講義に対

する教科谷を勝手に選定する自由が許されていなかった

にもかかわらず，ヴァージニア大学では，各科目の教科

書は各教授の自由裁量に任されるという実に当時として

寛大な政策が取られていたのである。しかし驚くべきこ

とに，「政治学」と「法律」の教科書に関しては，ヴァー

ジニア大学においても別問題であったｲ8)。政治学と法律

の教科杏選択は教授の自由裁量ではなく，監察委員会

第２７号１９８７

(aboardofvisitors）によって強力な規制が加えられ

ていたのであった。その事実はヴァージニア大学監察委

員会によるジェファソン起草の次のような決議文の中に

明碗に表わされている。

「当委員会が所属する州政府に対して，特に本大学の

生みの親たる州政府に対して，当委員会は，共通の意

見に立って，以下のことを当委員会の義務と考える。

すなわちそれは，当委員会が本大学において学生に教

え込まれるぺき統治の諸原則に特別の注意を払うぺき

であること，およびこのヴァージニア州の憲法，およ

び合州国連邦の憲法の真の基礎をなしている統治の諸

原則と対立する如き諸原則は一切教え込まれてはなら

ないという規定を設けるべきこと，である。上記の事

柄をふまえて，当委員会は以下のことが当委員会の意

見であることを決議する。

自然的世界および人間社会における自由と人間の諸権

利の関する一般的な諸原理について，ロックが彼の

『市民的統治の真実で本来的な領域と限界についての

論文』（Looke，sSecondTreatiseonGovernment）

において提示した教説が，このヴァージニア州および

合州国の諸州の同志たる市民によって共通して承認さ

れる教説であると思料されるということ。およびわれ

われの州の政府そして合州国の連邦政府がとりわけて

採択している諸原則については，最善の指針が下記の

文章にみし山されるということ。“TheDeclaration

oflndependence'，（独立宣言)，これは合州国の諸州

の統合に関する基本法令である。“TheFederalist”

（連邦主義者）と題する文章，この文章は，合州国の真

実の意味に関して疑義が生じたとき，この憲法を起草

した人々およびこの憲法を採択した人々の一般的な意

見の証拠文書として，すぺての人々が不断に引き合い

に出す権威ある文書であり，かつこれに反対しまたこ

れを否認する人はめったに存在しない権威ある文書で

ある。“VirginiaReportofl779ontheAlien

andSeditionLaws''（在留外人および公安坊書法に

関する１７７０年のヴァージニア決議文)，この決議文は

合州国の人々の支配的な考え方と合致していると思わ

れる。Washington，sFarewellAdress，,（ワシント

ンの離任演説)，これは独特の価値をもつ政治的教訓

を含む文書である。当委員会はまた以下のことを決議

する。市民の政治形態という主題を取り扱う法学部に

おいては，上記の諸文書が学部の教科書および参考図

書として使用されるぺきこと｡｣⑲）

このようにこの決蹴文の中においては，ハヅチンズの言
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ントン政権下において，ジェファゾンが国務長官となり

ハミルトンが財務長官になった際，様々な点で政治的対

立を生んだのは当然であろう。例えば，財政政策面にお

いて，ジェファソンの農業主義と対立する製造業の育成

政策をハミルトンは提案し，実行しようとしたし57)，ま

た外交政策における両者の対立は，イギリスの参戦によ

って拡大したヨーロッパの戦争に対する政策が閣議で論

議されたとき明日となったが，ハミルトンは常に親英的

態度を取り，ジェファソンは親仏的態度を取ったのであ

った。そしてジェファゾンは１７９７年末国務長官を辞任

したが，以上のような両者の対立は，その後ジェファゾ

ンによってハミルトンの政策に反対する者，すなわち反

フェデラリストのグループであるリパブリカン党（共和

党）が結成されたことにより，連邦党（フェデラリスト

党）と共和党の対立に発展していったのである。その対

立の中でもとりわけ顕著なものは，1800年の大統領選挙

であった。ハミルトン派は，連邦党の巻き返しを計ろう

とワシントンの再出馬を望んだが，ワシントンの死によ

ってその望みは断たれ，結果はジェファソンの第三代大

統領当選と共和党の勝利に終ったのである59)。

もう１人のフェデラリスト，すなわちジェファゾン以

前の連邦党時代からの最高裁判所首席判事であり，ジェ

ファソン大統領就任以後も引き続いてその席に留ってい

たジョン・マーシャルとの対立の最も顕著なものの１つ

は，1819年のダートマスカ・レッジ事件であった。１８１８

年ニューハンプシャー州は，植民地大学の構成を修正す

る企てから，ダートマス・カレッズを州立大学とするこ

とを試みた。州議会は，ジェファゾンの思想を受け継ぐ

リパプリカン達が中心となり，「州のカレッジは立法府

の見解ではもっと広範囲に有用なものにされてもよい」

と宣言し，ダートマス・カレッジを州立ダートマス大学

とし，評議委員会の上に視学委員会（ａｂｏａｒｄｏｆｏｖｅｒ‐

seers）を置き，そのメンバーは幾人かの州の文官と州知

事によって任命された者とする法案を可決した。ジェフ

ァゾンもこれをとりわけ支援していた。しかし１８１９年

２月，邦裁判所によってこの立法は憲法違反であるとさ

れ，ニューハンプシャー州の企ては阻止されたのであ

る。このことは，州と教会の分離に反対していた連邦党

にとっては大きな勝利であった。そしてこの裁判で首席

判事として判決文を述ぺたのがジョン・マーシャルであ

り，彼はこの判決に大きな力を発揮していたのであっ

た６０)。以上のようなハミルトンとマーシャルというフェ

デラリストとの対立とそれに端を発する連邦党との関係

は，更にジェファソンを彼の共和主義を守ることに終生

うように，まさに州政府を代表する学外の委員会である

監察委員会が教えられるべき書物を規定するだけでな

く，その書物から導き出されるべき意味までも規定して

いるのである。そしてヴァージニア大学の法律と政治学

の分野における教育目的は，アメリカ合衆国およびヴァ

ージニア州の憲法の真の基礎をなしている諸原則を教え

込むことであり，これらの原則の対立する何ものをも教

え込まれないように配慮することが監察委員会の任務で

あるというのである５０)。

「学問の自由」がより大きく存在したとされるヴァー

ジニア大学において，なぜジェファソンは彼の理念に相

反するような政策を取ったのであろう。これはＪ・ワゴ

ナーも言明するように，典型的なフェアデラリストであ

るアレクサンダー・ハミルトンそしてジョン・マーシャ

ル51)との争いに端を発する長年のフェデラリスト（連邦

主義者）とフェデラリスト党（連邦党）への対抗，そし

てジェファソン自身が作り育ててきたりパブリカニズム

(共和主義）を守ろうとする彼の政治的ストラテジーに

よるものであった62)。アメリカ独立時からハミルトンと

ジェファソンの意見は，様々な点で全く対立するもので

あった。例えば政府に関して，各州の上に立つ合衆国憲

法制定を推進したハミルトンは，とりわけ積極的な連邦

政府強化論者であり，ゆるぎない権威と旺盛な活動力を

有する合衆国政府を理想としていた53)。これに対しジェ

ファゾンは基本的には，各州内の行政に関してはそれぞ

れに独立を認め，連邦政府の権限を可能な限り小さくす

るという相対立する考えを持っていた5⑪。また人間観に

おいても両者の相違は明らかであり，ハミルトンは，人

間が基本的に貫欲と野心と利益に動かされる利己的存在

であることを公言しており5s)，そのことは１７８７年の憲

法制定会議の席上での次のような言葉の中にも明確に現

れている。

「あらゆる社会は少数看と多数者に２分される。前者

は豊かな高貴の出身者たちであり，後者は人民大衆で

ある……。人民は狂暴にして移り気である。彼らはほ

とんど正義を判別したり決めたりしない。それゆえ前

者の階級に，政治に関する永久的な役割を与えるのが

よい。そこで彼らは，後者の動揺を防ぐであろう。ま

た彼らは，変革の結果，なんら利益を受けることはあ

り得ず，従ってよい政治を維持するであろうＪ56）

この発言が，不可護の権利の擁護，道徳原理の生得

性，そして自治能力の承認という人間の徳性と可能性と

を信頼するジェファゾンの人間観とは容易に折り合わな

いものであることは明らかである。従って，1790年ワシ
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神経質にさせたにちがいない。例えばその思いは，１８２３

年のジョンソン判事あての手紙の中に，２党の基本的な

相違を述ぺるとして，「……国民が拒絶した権力を取り

もどし，事実上与えられた権力を自分の望む方にゆがめ

ることが連邦党の目的であった……わが党（共和党）の

目的は，逆に人民自身の意志を支持することでありまし

た……｣`'）と書かれている。また１８２４年のＨ・リーあ

ての手紙の中では，「どんな国にもこのような２つの政

党が存在しています……この両派を，自由派と奴隷派，

ジャコパンとウルトラ，リパプリカンとフェデラリスト

と呼びますが……｣62）と述ぺているのである。そして彼

の共和主義の維持と連邦主義への反感は，ワゴナーの言

うように，「ヴァージニアの学生の心を，それを汚染す

る連邦主義的政治思想から守るという決心」で最高潮に

達したのである63)。この決心が，上記のヴァージニア大

学監察委員会の決議文となってあらわれたのであった「

ゆえにこの決議文における中心的理念は，共和主義を学

生に教え込むことであり，共和主義に反することは教え

てはならないということであった。また決議文の中で指

定された教科書や参考書は，そのための重要な材料であ

ったのである。そしてジェファソンは，この法律と政治

学の教科書の規定に関して次のように結論づけている。

「政治学の講義の中で使用されるテキストを規定するこ

とによって，我々の若者の間にそのような理念（連邦主

義の理念）が普及し，その毒が散布されることから我々

の若者を守ることが我々の義務である｡｣６１）

すなわちハヅチンズが言明するように，ジェフプゾン

はヴァージニア大学を共和党の代弁者にしようと試みた

のであり6`)，言い換えればここには，ヴプージニア大学

を「共和主義の砦」とする政治家ジェファソンの大きな

１つの政策的意図が存在していたといえる。従ってＲ・

ヘスレプも指摘するように，ヴァージニア大学の大きな

目標の１つは，「共和国のリーダー」すなわち「共和主

義的リーダー」の育成であったといってよい｡６６）
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掴げた４つの政策的支柱から，ジェファソンの高等教育

政策のある１つの簡単な図式は明らかになったように感

じられる。すなわち，ジェファソンの政策の中には，ま

ず大きく彼流の自由と平等の理念に支えられる共和主義

的国家が存在する。そしてその国家の中の高等教育機関

は，十分公的に援助・統制されたものであり，反面自由

と平等の理念が学内の管理・運営面にも十分生かされて

いるものである。また高等教育はその国家の維持・発展

のための教育，すなわち共和主義の継承と普及，共和国

のリーダーの育成，そして公共産業への貢献のための教

育を中心目的とするものでなければならなかった。言い

換えればそれは，ジェファソンの墓石の碑文にも見られ

るように，独立宣言とヴァージニア信教自由法の精神を

反映した社会と大学のための政策であった。

しかしジェファゾンの政策には，大きな両面価値的な

矛盾が存在することに気づく。それは，自由・平等と統

制の矛盾である。つまり彼の政策の中では，宗派的支配

からの自由が強調される反面，強い公的統制が受け入れ

られている。また教科書選択の問題においても，各教授

の自由裁量とする反面，一方では法律，政治学に強い統

制を加えるといった矛盾が存在した。この他にも違った

意味での両面価値的矛盾の問題は，ヴァージニア大学の

運営上にも見られる。だがヴァージニア大学は，プルー

バッハーの「真の最初の州立大学」であるという表現は

多少大げさだとしても，やはり現在の典型的なアメリカ

の大学，すなわち州立大学の先駆的なものであったこと

は間違いない。そしてヴァージニア大学で実践したジェ

ファゾンの先駆的なアイディアの多くは，多少時間を要

するが，１９世紀後半に入り「固有地交付法」（theLand

GrandAct）によって続々登場する州立大学によって継

承されることになるのである。
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